
2016年度一般社団法人日本歯科審美学会  

第２回セミナー 

『これからの歯科衛生士業務を考える』 

平成２8年6月5日(日) 10:00～16:00 
★歯科医師は認定医取得・更新のため 
  ２単位取得可能！！ 
★ホワイトニングコーディネーター更新 
  対象セミナー 

★定員１００名★ 

◆日時◆ 

◆会場◆ 

東京カンファレンスセンター･有明 Room1 〒135-0063  東京都江東区有明3- 7 -18有明セントラルタワー 3F・4F 

 一般社団法人日本歯科審美学会では、歯科審美を「顎口腔における形態美・色彩美・機能美の調和を図り、患者様の心身ともに健康な幸福に貢献する歯科医療」と定義し、総合
的な歯科審美医療の質の向上を目的として、学術大会ならびに研修活動（各種セミナー）を開催しています。 

 当学会の事業の一つとして開始いたしましたホワイトニングコーディネーター制度も、お蔭様で大きな反響を得ております。最近の歯科界において明るいニュースがない中で、この
事業に対して9,000名を越える歯科衛生士が参加し、コーディネーター資格を取得されたことは、多くの方々が歯のホワイトニングに対して強い関心を抱いていることとうれしく思って
います。 

 本学会では、ホワイトニングだけでなく、多方面にわたる歯科審美の知識や技術をいち早く情報発信し、多くの歯科衛生士さんたちに審美歯科の素晴らしさを伝えて参りたいと考え
ております。 

  今回は、『 これからの歯科衛生士業務を考える 』と言うテーマで、歯科審美セミナーを開催します。法改正により、広がりを見せる歯科衛生士さんの仕事、何が必要とされ、どう変
わらなければならないのか？皆様と一緒に考えてまいりたいと思います。 

 本学会の法人化にともない多くの歯科衛生士さんが本学会の会員となられました。つきましては、さらに研修を積まれ、認定士を取得し、質の高い審美歯科医療を国民に提供でき
る歯科衛生士が数多く生まれることを希望しています。 

講師 紹介 

参加募集要領 

 歯科医師 ・ 歯科衛生士 ・ 歯科技工士 【 対 象 】 

【 参 加 費 】 

【申込方法】 

 ●歯科医師 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
   ●歯科衛生士／歯科技工士・・・・・・ 

10,000円 
  5,000円 

 事前登録制（先着順） 申込締切日：5月27日（金）17：00 まで  

◆セミナー開催時の注意点◆ 
１．本セミナーは認定医研修会を兼ねますので、セミナー参加で、歯科医師は認定医取得・更新のため2単位が加算されます。 
２．本セミナーは本学会会員ならびに会員登録をされる方の受講が優先となります。 
３．近い将来、認定医、取得を目指されている方、さらにこれを機に本学会会員となり、歯科審美医療に興味をお持ちの先生方の参加をお待ちします。 

   ≪ステップ①≫ 参加費を指定口座にご入金ください。 
              〈郵便振替払込〉 口座：00110-8-12908 加入者名：日本歯科審美学会セミナー委員会 
   ≪ステップ②≫ 参加申込書に必要事項をご記入の上、払込用紙の受領書と併せてセミナー事務局までＦＡＸにてお送りください。 
                                    各種準備の都合上、上記締切日の１７：００を最終締切とさせていただきます。 
 

【セミナーについてのお問合せ・申込先】 

一般社団法人日本歯科審美学会セミナー事務局   FAX：03-3947-8873  TEL：03-3947-8761  E-mail： gakkai22@kokuhoken.or.jp 

フリガ ナ

勤　務　先

どちらかにチ ェ ッ クして くだ さい⇒　　　□自宅　　□勤務先

　〒

TEL　/　FAX

参加者区分

／

氏　　　名

ご　案　内

送　付　先

□　歯科医師（10,000円） □　歯科衛生士/歯科技工士（5,000円）

一 般 社 団 法 人 日 本 歯 科 審 美 学 会 2 0 1 6 年 度 第 2 回 セ ミ ナ ー 『 こ れ か ら の 歯 科 衛 生 士 業 務 を 考 え る 』  参 加 申 込 書 

【主催】  一般社団法人日本歯科審美学会 

【後援】  公益社団法人東京都歯科衛生士会 

◆「歯科衛生士法 改正の経緯と業務の展望」 
   金澤紀子 先生（公益社団法人日本歯科衛生士会 顧問） 

◆「患者様のモチベーションを高める おもてなし」   
   植田絵美子 先生（㈱ウィルファースト 元ANA CA） 

◆「歯科審美におけるMFTの役割」 
   石野由美子 先生（二子玉川ガーデン矯正歯科 日本歯科審美学会認定士） 

◆「歯周治療における歯科衛生士の役割」 
   山口幸子 先生（医療法人社団皓嘉会 尾崎デンタルクリニック 歯周病認定歯科衛生士） 


